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告示 
○ 人事給与管理システム令和７年度制度改正対応業務委託に関する契約の相手方等の公

示（情報システム戦略課） 

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく形質変更時要届出区域の指定（水環境課） 

○ 熊谷都市計画生産緑地地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ 県道花園本庄線の供用の開始（本庄県土整備事務所） 

○ 県道深谷東松山線の区域の変更（熊谷県土整備事務所） 

○ 県道深谷東松山線の供用の開始（熊谷県土整備事務所） 

○ 埼玉県議会議員補欠選挙（東第８区 越谷市）の選挙期日（選挙管理委員会） 

○ 埼玉県議会議員補欠選挙（東第８区 越谷市）における選挙長及びその職務代理者の住

所及び氏名（選挙管理委員会） 

○ 埼玉県議会議員補欠選挙（東第８区 越谷市）における開票の事務と選挙会の事務の合

同（選挙管理委員会） 

○ 埼玉県議会議員補欠選挙（東第８区 越谷市）につき発行する選挙公報の掲載の順序を

定めるくじの日時及び場所（選挙管理委員会） 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
七
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



１ 購入等件名及び数量 

  人事給与管理システム令和７年度制度改正対応業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企画財政部情報システム戦略課ネットワーク・デジタル基盤担当 埼玉

県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和７年11月４日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社高知電子計算センター 高知県高知市本町４丁目１番16号 

５ 契約金額 

  62,315,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１

項第２号に該当 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
八
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
入
間
市
狭
山
台
三
丁
目
五
番
七
の
一
部
及
び
五
番
八
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物 

 

質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

 
 



 
別図 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
九
号 

 
熊
谷
市
か
ら
熊
谷
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

酒 

井 

敦 

司 
 

 
 

     



  

県
道
花
園
本
庄
線 

路 
 

線 
 

名 

本
庄
市
北
堀
字
田
端
一
三
七
番
二
地
先
か

ら
同
市
北
堀
字
田
端
一
三
一
番
一
一
地
先

ま
で
（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部

分
に
限
る
。
） 供

用
開
始
の
区
間 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
二
年
五
月
十
二
日
付
け
埼

玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長

告
示
第
五
号
で
告
示
し
た
道
路

予
定
区
域
の
一
部
供
用
開
始
で

あ
る
。
延
長
六
五
・
一
七
メ
ー
ト

ル 

備  

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

小
野
寺 

貴 

郎 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

深
谷
東
松
山
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

熊
谷
市
拾
六
間
字
芝
付
五
七
四
番
一
七
地
先
か
ら 

同
市
三
ヶ
尻
字
八
幡
二
八
八
三
番
一
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

   

一
五
・
〇
三
～
一
五
・
五
一 

     

一
三
・
八
〇
～
一
四
・
一
二 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
六
八
・
九
一 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

道
路
改
良
事
業
の
た
め 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

小
野
寺 

貴 

郎 

  



 

深
谷
東
松
山
線 

路
線
名 

 

熊
谷
市
拾
六
間
字
芝
付
五
七
四
番
一
七
地
先
か
ら 

同
市
三
ヶ
尻
字
八
幡
二
八
八
三
番
一
地
先
ま
で 

 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

供
用
開
始
の
期
日 

 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
付
け
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

告
示
第
十
一
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
一
六
八
・
九
一
メ
ー
ト
ル 

 

備 
 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
五
十
八
号 

 
埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
東
第
八
区 

越
谷
市
）
を
次
に
よ
り
行
う
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 

一 

選
挙
期
日 
令
和
七
年
十
一
月
三
十
日 

二 

選
挙
す
べ
き
議
員
数 

二
人 

 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
五
十
九
号 

 
令
和
七
年
十
一
月
三
十
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
東
第
八
区 

越
谷
市
）
に
お

け
る
選
挙
長
及
び
選
挙
長
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
欠
け
た
場
合
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
を
次

の
と
お
り
選
任
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 

選
挙
長 

 

埼
玉
県
越
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

栗 

原 

雅
太
郎 

 
 

 

選
挙
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者 

 

埼
玉
県
越
谷
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鈴

木

 

章 
 

 
 

  



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
六
十
号 

 
令
和
七
年
十
一
月
三
十
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
東
第
八
区 

越
谷
市
）
に
お

け
る
開
票
の
事
務
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
選
挙
会
場
に
お
い
て
選
挙
会
の
事
務
に
併
せ
て
行
う
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
六
十
一
号 

 
令
和
七
年
十
一
月
三
十
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
東
第
八
区 

越
谷
市
）
に
つ

き
発
行
す
る
選
挙
公
報
の
掲
載
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
の
日
時
及
び
場
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

長 

峰 

宏 

芳 
 

 
 

一 

日
時 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

午
後
六
時 

二 

場
所 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
室 
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